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中・近世における小城下町の地域的展開
一一一美濃国土岐郡妻木を事例に一一
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V.おわりに

1 .はじめに

(1) 問題の所在

近年の歴史地理学における城下町研究のな

かに小城下町研究1)があげられる。これは旧

来あまり取り扱われなかった，領主が在城し

ている 1，2万石程度の小藩の城下町や交代

寄合格の旗本の陣屋町を対象として扱うもの

であり，藤岡2)や中島3)によって問題提起さ

れ，近年では渡漫4) 土平5)などの研究がみ
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られる。

従来の小城下町研究において研究されてい

る視点は主に 2点あげられる。 1点目は小城

下町における計画性の限界についてである。

小城下町は石高が通常の城下町よりも少ない

ことから，おのずと計画性に限界が生じる。

居住地区における商農未分離の状態がその代

表的な例であり，和泉国伯太の事例のように

町屋地区が形成されず，商業機能を専ら付近

の街村に依存していたと考えられるところさ

えみられる 6)。

2点目はその成立基盤についてである。小

城下町においては近世に入って新しく形成さ

れることはごく僅かであり，そのほとんどが

中世に城下町，市場町，寺内町などの機能を

もっていた地域に，それを吸収したり継承し

たりするかたちで形成されている。この点に

ついては城下町，市場町を継承，吸収して

いった因幡国，伯者国の陣屋町をとりあげた

中林7)や，寺内町を解体し，吸収していった

大和国田原本の陣屋町をとりあげた土平8)な

どの研究があげられる。ただ従来の研究で

は，近世の段階に視座が置かれており，中世

から近世への変容についてはあまり言及され

ていない。小城下町，特に本稿でとりあげる

東濃の小城下町は中世城館と関係しているた

め，中世に対する視座が必要であり，中世か

ら近世へと連続してみる必要があると思われ

る9)。



また従来の研究で言及されているのは小城

下町にみられる景観の特徴や小城下町を構成

する集落の機能についてで、あり，集落内の居

住者に目を向け，その社会的属性や動向につ

いて研究されたものは少ない。居住者の動向

や社会的属性は領主の意図を反映するものと

考えられ，それゆえ小城下町の考察を行うう

えでは必要であると思われる o

以上をふまえ本稿では美濃国土岐郡妻木

(現岐阜県土岐市妻木町)を事例に，中世から

近世における小城下町の変容をとらえ，その

なかで領主の意図と小城下町の展開との関連

性について考察を行いたい。そして最後に小

城下町の展開過程における居住者の動向に注

目し，居住者がどのような社会的属性をも

ち，いかに小城下町の発展に影響を与えて

いったのかを考察していきたい。

(2) 対象地域の概要

従来から指摘のあるように小城下町

の分布は関東・近畿・東海地方に多く

みられる。これは幕府がこれらの地域

を政治的に重要な地域とみなし，意図

的に小藩，旗本を配置した結果である

と考えられる。そのため，従来の研究

においても近畿，関東地方の研究が多

くみられる。しかし東海地方に関して

は研究が進んでいるとは言い難く，歴

史地理学においては矢守の研究10)がみ

られるのみである。そのため本稿では

対象地域を東海地方で、も特に小城下町

が卓越する美濃固に設定した。妻木の

選定理由はE章で後述する。

妻木(近世には妻木村)は美濃・尾

張・三河の国境付近に位置し，北部以

外は山地に固まれた盆地となってい

る。妻木の中央部には妻木川が貫通し

ており，南部で東に蛇行しているが，

これより南に小城下町がある(図 1)。

妻木の領主は14世紀中期に美濃国守護

土岐氏の一族である士岐明智氏が妻木を知行

したことから始まるが， 16世紀初期よりその

支流である妻木氏が知行しており，近世初期

には7500石の交代寄合格の旗本，万治元年

(1658)に嫡流が廃絶した後も500石の旗本と

して幕末まで一貫して知行している。妻木に

は妻木城があるが，政治の中心はその山麓に

立地する御殿屋敷とよばれる居館で、あった。

この居館を中心として小城下町が形成されて

いた。またこの付近には妻木氏の菩提寺であ

る崇禅寺や春日神社がある。

図2は明治12年(1870)作成の「岐阜県高内

美濃国土岐郡妻木村之内字分切緯園/1)(以下

「字分切絵図」という)をもとに妻木の小城下

町周辺の地名と地割を復原したものである。

御殿屋敷は字「御殿跡」に立地しており，こ

の「御殿跡」と字「堀之内」が武家屋敷地区

医豆盃函 小城下町城(i[i世初期)
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図1 研究対象地域

(10000分の l地図「土岐市図 NO.3 J をもとに作成)
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日目 200
l l I (m) 

①御殿跡

②堀之内

③本町

④小原

⑤東洞

⑥今市場

⑦窯下

⑧三本松

⑨西木戸

仁二二ゴ地割 二二二二道路

一字界 一一一一河川・水路

図2 明治12年 (1879)における妻木の地名と地割

(r字分切絵図J (明治12年)より作成(本文注目)参照)。

注 1)図中A ・B.Cは本文中の「道A ・B.CJ と対応する。

注2)図中の番号①~⑨は字名をさす。

とみられる。町屋地区は字「本町」および字

「小原」に相当すると考えられる。字「小原」

の内には新町，横町など町屋に関係する地名

がみられるためである 12)。またこの他にも中

世の市場に由来すると思われる字「今市場」

や窯業に関連する字「窯下J といった地名が

みられる。

(3) 研究方法

本稿の研究方法としてはさきにあげた「字

分切絵図」と検地帳，名寄帳を使用し，対象

地域の復原および考察を行っていく。なお，

中世の復原に関しては直接的な史料が欠如し

ているものの，後世の史料より復原が可能で

ある。具体的には地名，特に「堀之内」の地

名に注目して考察を行う。一般的に「堀之内」

という地名は中世に由来する地名であるとい
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われているが，筆者も同じ見解に基づき考察

を行っていきたい。

妻木に残存する検地帳および名寄帳は，ま

ず全体にわたって記載されているものとして

元和 4年(1618)，元和 7年 (1621)，寛永 2

年 (1625)の検地帳(史料 1) 13)，および正徳

2年 (1712)の名寄帳(史料 2)14)が残存する。

史料 1は一筆毎に地名・等級・地目・面積・

石盛・名請人が記載されている。また名請人

の欄にはその名請人の在所や職業が記載され

ていることもあり，この史料からは近世初期

における町屋地区に居住する名請人の数や名

請人の職分や生業を知ることができる。な

お，史料 lには「堀之内J (武家屋敷地区)に

関する記載がみられないため，武家屋敷地区

の復原には使用できない。史料2も同じ形式

で記載されているが，地名の欄，特に武家屋



敷地区にかつての居住者の名前がroo屋敷」
というかたちで記載されているものがみられ

る。この史料のほかにも武家屋敷地区に関連

する史料としては，元治元年(1864) の名寄

帳(史料 3)15)と明治 3年(1870)の名寄帳(史

料 4)16)が残存しているほか，明治後期に作

成されたと伝えられる「妻木城主御屋敷並家

中屋敷見取略図J(以下「見取略図」と略す)刊

がある。これらの史料は時期が離れている

が，史料2と同ーの屋敷名が多くみられるこ

と，妻木氏廃絶後に多くの家臣が新しく居住

したということは考え難いことより，武家屋

敷地区の復原を行うのに適した史料であると

判断した。史料 2，史料 3，史料4からは妻

木氏廃絶以前の武家屋敷地区に居住していた

ものの名前が類推でき見取略~J と照合す

ることができる。このことより見取略図」

一。
.. 企

凡伊l

国界

都界

交代寄合の陣屋(屋敷)所在地

旗本の陣屋所在地

大名の城(藩主邸)所在地

陣屋格大名の陣屋所在地

は作製者が筆者と同様の方法を用いて作製し

た可能性が高く，武家屋敷地区を復原するに

際して有効な史料であると判断できる。

以上の史料を用いて「字分切絵図」をもと

に小城下町域の居住者の構成や武家屋敷地区

の家臣団の配置について検討を行いたい。ま

た居住者の動向については，残存している史

料や寄進物，現地での聞き取り調査をもとに

考察していきたい。

11.美濃国における妻木の位置付けと妻木の

推移

(1) 近世初期における美濃の城・陣屋の分

布

図3は元和 2年(1616)段階での美濃国の

城および陣屋の所在地を示したものである

が，西濃(濃尾平野)と東濃(おもに土岐郡・

10 20 

L一一一一上一一一一.J(Km) 

図3 美濃国の城・陣屋の分布(元和 2: 1616年)

(W日本歴史地名大系 特別付録輯製二十万分一図復刻版岐阜県草全図』をもとに，元和 2年「美濃国村高領夫日改」を用いて作成)

注 1)所在地の比定は『角川地名大辞典21 岐阜県~， W日本歴史地名大系21巻 岐阜県の地名』をもとに行った。

注2)番号は表 1に対応する。
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恵那郡)では分布に差異がみられることがわ

かる。まず西濃であるが、 5万石以上の城持

ち大名が加納・大垣・高須と 3藩あり，その

他は陣屋格大名18)および旗本(交替寄合を含

む)の陣屋が各地に分布している。この地域

の特徴としては，これらの城，陣屋の領主の

ほとんどが美濃国外から入封，もしくは美濃

国内の転封によるものであることがあげられ

る。先にあげた 3藩については全て新規の譜

代の大名であり，旗本領に関しても i日領安堵

されているのは交替寄合の竹中氏のみである

19)。これは西濃の諸将の多くが関ヶ原の戦の

際に西軍に属し，その後除封されているため

であると考えられる。このように西濃では新

規の大名，旗本が多い。そのため陣屋に関し

でも所領安堵後新しく設置されたものが多

く，少なくとも中世城館を利用した陣屋町は

形成されなかったものと考えられる。たとえ

ば各務郡(現・岐阜県各務ヶ原市)にある新

加納陣屋は，坪内氏の入封に伴い新規に設置

されたものであり，中世城館を利用したかた

ちで設置されたものではない。また同郡にあ

る更木陣屋(徳山氏)も同様である20)。

一方東濃は最大で岩

丸氏，川尻氏によって占められていたが，戦

後は小里氏，遠山氏のように旧領を安堵され

ている 21)。さらに旗本の妻木氏，明智遠山氏

は交替寄合格となっており 22) きわめて在地

性の強い領主であったことがわかる。そのた

め，城や陣屋も新規につくられることなく，

中世の城をそのまま使用したり，跡地を利用

して陣屋を設置している。以上の点より東濃

を対象地域に設定し，そのなかでも特に在地

性が強いと考えられる妻木をとりあげる。

(2) 中世から近世における妻木の歴史的展

開

妻木の知行に関する史料の初出は暦応2年

(1339)である。このとき美濃国守護士岐氏の

一族である土岐明智氏が支配しており，同年

に足利直義から安堵状が出されている23)。土

岐明智氏は文和元年 (1352)に妻木城を築城

したといわれ24) また文和 3年 (1354)には

崇禅寺を開基したという 25)。

このように土岐明智氏は妻木を拠点として

活動していたことがうかがえるが，その後同

族問の相論などもあり 26) 16世紀初期までに

村藩の 2万石であり，

小藩の大名で構成され

ていることがわかる。

しかし，旗本領に関し

ては最小で、も小里氏の

2300石であり，比較的

石高の大きな旗本領の

みが存在している。ま

た，西濃が新規の大

名，旗本が多いのに対

し，東濃では岩村を除

く全ての大名，旗本が

旧領を安堵されてい

る。表 1にみられるよ

うに関ヶ原の戦のと

き，東濃は西軍側の田

表 1 中世後期から近世初期の東濃における領主の変遷

1 2 3 

妻木城 小里城 岩村城

1560年 妻木氏 小里氏 遠山氏

1573年 武田氏

1574年

1575年 河尻氏

1582年 森氏 森氏

1583年

1599年

1600年2月 田丸氏 田丸氏

160以0年降9月
妻木氏

小里氏 松平氏
(旗本・

交代寄合) (旗本) (岩村藩)

(石両) 7500石組 2300石材 20000石

* 1 : 1658年より 500石に縮小 * 2 : 1623年に廃絶

注)番号は図 2と対応する。

4 5 

苗木城 明智城

遠山氏 遠山氏

武田氏

遠山氏

森氏

森氏

回丸氏

遠山氏
遠山氏
(旗本・

(苗木藩)
交代寄合)

10500石 6700石

(~角川地名大辞典21 岐阜県~. ~日本歴史地名大系第21巻 岐阜県の地名』より作成)
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は勢力が衰退したものと考えられる。

土岐明智氏のあと妻木の領主となったのは

支流の妻木氏である。妻木氏がいつ頃から妻

木を支配していたかは明確ではないが，妻木

氏の史料での初出が天文 2年 (1533)である

ことから27) 16世紀中期には領主であったと

考えられる。

表 lからもわかるように，東濃では16世紀

中期より武田氏や織田氏の侵攻を受け，城主

が大きく変遷している。しかし『寛政重修諸

家譜』によると，妻木氏に関しては妻木貞徳

が「織田右府に仕へ，馬廻りの役を勤め」て

おり，本能寺の変後「采地を頼忠にゆづり，

その身は美濃国妻木村に閑居」している28)。

そしてその子である妻木頼忠も「父が譲をう

けて美濃国の采地に住す」とあり，妻木に居

住しつづけていたことがわかる。妻木氏は本

能寺の変後は織田信長家臣で

あった森氏の配下となってお

り，天正11年(1583) には森長

可から妻木村および周辺地域を

安堵されている29)。森氏は慶長 1 

5年 (1600) 2月に信濃国川中 某

島に転封されており，代わりに

田丸氏が入封しているが，この

とき妻木氏は森氏に同行せず妻

木にとどまり，徳川家康に従属

している 30)。関ヶ原の戦で、は東

軍に属し，西軍に属した田丸氏

と戦い戦功をあげている。そし

てこの戦功により慶長 6年 I 

(1601)に妻木の|日地を安堵さ 女

れ，元和 9年(1623)に妻木村ほ

か土岐郡に7500石を知行し，交

替寄合格の旗本に列している o

このように妻木は中世より一

貫して妻木氏の領地であった

が，万治元年 (1658) に3代頼

次が死去し，後嗣なく嫡流は断

絶している。しかし妻木は「先

祖の|日知J であるという理由で，頼次の弟の

幸慶(上郷妻木氏)と，一族の重直(下郷妻

木氏)の相給となっており(図 4) 31)，そのま

ま幕末に至っている。また，この時より妻木

氏は江戸定住となり，妻木は代官支配となっ

ている。

以上，妻木の領主の変遷をみてきたが，本

稿では時期を 3つに区分し考察を行う。すな

わち第 1期は妻木城の築城など小城下町の基

礎ができていった16世紀中期まで，第 2期は

16世紀後期から関ヶ原の戦以降交替寄合格の

旗本に任じられ所領が安定し，小城下町が発

展していったと考えられる万治元年までであ

る。そして第 3期は万治元年以降の，領主の

江戸定住に伴う小城下町の衰退期である。次

章ではこの 3つの時期ごとに小城下町の変遷

について考察を行いたい。
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m.妻木小城下町の変遷

(1) 中世における「堀之内」の景観

まず第 1期における妻木小城下町について

みていきたい。中世城下町を推察するにあ

たってまず注目されるのは堀之内の存在であ

る。伊藤は地名をもとに中世の堀之内群につ

いての考察を行っている32)。そのなかで中世

の北関東において国人領主の家臣に支配，開

発の拠点として堀之内が給付されていること

を明らかにしている。「字分切絵図」をみると

御殿屋敷の付近に堀之内の地名がみられ，妻

木に関しでもこの時期に堀之内が存在してい

たことがうかがえる。

では堀之内はどこまでの範囲を示していた

のか考察してみたい。史料2によると堀之内

の地名を記載したところが大半を占めるが，

この他にも「堀之内東洞」や「堀之内本町J

というように 2つの地名が重複して記載され

ているものもみられる。これはもともと堀之

内と呼ばれていたところが，史料 2，すなわ

ち18世紀初期の段階では本町と呼ばれている

ことを示しているものと考えられ

る。つまり，これが中世の堀之内

の範囲であると考えられることか

ら，中世の堀之内は御殿屋敷を中

心とし字分切絵図」にみられる

本町や東洞にまたがる広い範囲を

示していたものと考えられる(図

5 )。

地点に位置しており，先にみた堀之内の外縁

部にある。今市場には妻木村と他の村をつな

ぐ道が南北に縦断しており，交通の便宜性よ

りこの位置にできたものと考えられる。

以上みてきたように16世紀中期までの妻木

は，御殿屋敷を中心としてその周囲の広範囲

において堀之内とよばれる空間が形成されて

いた。そしてその内部には崇禅寺のように寺

社が包括されるようなかたちで存在してい

た。また外縁部には市場が存在しており，こ

の地域での商品流通の機能を担っていたと推

察される。

(2) 近世初期における小城下町の景観

第 2期は妻木の小城下町の変革期にあた

り，堀之内が残存しつつも近世的な小城下町

がつくられていったものと考えられる。先に

みた「堀之内本町」などの記載は第 1期の堀

之内の認識が完全に消滅していないことを示

しているものとしてとらえられる。またこの

時期につくられた神社として春日神社があげ

られる。春日神社はもとは尾張国春日井郡

堀之内の範囲内には崇禅寺があ

るo 先述の通り崇禅寺は土岐明智

氏による妻木城築城後まもなく開

基されており，崇禅寺を包括する

形で堀之内が形成されていったと

考えられる。

区塁塁亙 堀之内の範囲

このほかこの時期のものと考え

られるものに今市場の存在があげ

られる。今市場の位置は図 2から

堀之内 当時値われていた地名

道路

河川・水路

図 5 中世の「堀之内」

日 主 ] ( )

~一一一~ (m) 

もわかるように妻木川が蛇行する u字分切絵図」をもとに「正徳2年 (1712)妻木村高寄反則j帳」を使用して作成)
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「

(現愛知県春日井市)にある内々津妙見宮の分

社であり，小牧長久手の戦の際妻木氏が焼失

させたものを天正17年 (1589) に妻木に勧請

したものであるお)。春日神社は本町の南端に

位置しており，堀之内の範囲内に意図的に配

置したものと考えられる。このように16世紀

後期から17世紀初期にはまだ堀之内はある程

度残存していたものと思われる。

一方， 16世紀後期から家臣団の集住が進

み，さらに武家屋敷地区と町屋地区との分離

がおこってきたものとみられる。「見取略図J

によると武家屋敷地区の最北端には「大門」

といわれる門がみられる。この門は町屋地区

との境界となっており，両地区が区分されて

いたことがわかる。

まず武家屋敷地区であるが，この地区は図

2の宇「堀之内J，宇「御殿跡」に相当し，御

殿屋敷を中心として家臣屋敷が集中して立地

している。図 6は「見取略図」を基図とし，

史料2・史料 3・史料4において

'00屋敷」と苗字で屋敷の跡が記

載されているものを武家屋敷居住

者とみなし，これを対応させて作

成したものである。この図の配置

をもとに家臣団の構成についてみ

ていく。家臣の構成を知る手掛か

りとして寛永年間(l624~1643) 

に作成された「紀州|妻木文書J34)が

ある。これは天正年間(l573~

1591)から関ヶ原の戦までの妻木

氏の戦功などを記したものであ

り，この中に妻木氏の家臣として

日東・安藤・那須・土本・中垣・

土屋・加藤の 7氏がみられる。こ

れらの家臣のなかでも日東・中

垣・那須の 3氏は大将として記載

されており，上級の家臣であった

ことがわかる。この文書に記載さ

れていない家臣についてもいくつ

る。妻木氏の系図(図 4)では妻木頼利の娘

が家臣塚本氏の養女となっており，塚本氏が

領主と姻戚関係をもっ上級の家臣で、あると考

えられる。以上にみてきた家臣の居住地は図

6では加藤氏を除き，妻木J!Iから引かれてい

る水路の内側に居住している。特に上級家臣

と思われる塚本氏や日東氏はより御殿屋敷に

近いところに居住しており，家臣団の居住に

は一定の階層性がうかがえる。なお，水路よ

り外側の武家屋敷地区は「片町Jといわれる。

これは水路より内側の武家屋敷地区に対して

外側(片側)に立地するという意味であり，

水路より内側の武家屋敷地区がつくられたあ

とにできた箇所であると考えられる。そのた

め片町の居住者は，内側に比べて格式の低い

新参の家臣が居住していたものと思われる。

次に町屋地区についての考察を行いたい。

町屋地区は図 2の宇「木町J，字「小原」に相

当するが，まず図 2にみられる町屋地区の景

M川・水路

道路

IR井 家臣(屋敷居住者)

Eささ週 中世以来の家臣の屋敷

図6 家臣団の配置

かの家臣の素性を知ることができ (C見取略図」より作成) 注)原図が絵図であるため縮尺は省略した。
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観について述べておく。町屋地区は主に 2つ

の道によって形成されている。 1つは武家屋

敷地区と接続し，東西にのびる道(道Aとす

る。図中A)であり，もう lつは今市場を縦

断する道と接続し，東西にのびる道(道Bと

する。図中B)である。この 2つの道は並行

しており，小原内にその両道を接続する南北

の道(道Cとする。図中C) がある。これら

の道が主道となって両側町が形成されてい

る。ただし短冊型の地割とは言い難く，一筆

毎の面積も統一性に欠けている。これは中世

よりその場に居住していたものが，そのまま

残って居住したため，一軒ごとの面積に統一

性が見られないものと思われる。

検地帳類にみられる町屋地区の記載は史料

1からみられる o ここでは町屋地区は「町」

とのみ記載されており，名請人の居住地とし

て全てで21名の名請人がみられる。検地帳の

性格上，これが町屋地区居住者すべてを示す

とはいえないが，史料 lの時点である程度町

屋が形成され，集イ主も進んでいたものと考え

られる。

職業構成については，史料 1からは紙屋・

紺屋・桶屋・畳屋・大工の職業がみられる。

これらは城下町の生活を支える生業であり，

町屋地区内に居住地を構え，町を構成する存

在であったものと考えられる。このように町

屋地区にはある程度商人・職人が居住してい

たものといえるが，一方それ以外の居住者も

みられる。検地帳の町に居住する名請人のな

かには「御あらしこ」や「牢人J というよう

に商工業とは直接関係をもたない職名もみら

れ，商人・職人以外の居住者の存在も確認で

きる。この内「あらしこ(嵐子、荒子)Jは下

級の武士について用いられた名称であり，下

級武士が町屋地区に混住していたことがわか

る。また居住地は特定できないもののかち

(徒歩)J， I御鉄砲衆J，御中間」といった下

級武士の記載もみられる。つまり先にみたよ

うに上級，中級の武士に関しては武家屋敷地

区に居住し，町屋地区の住民と区分をされて

いたが，下級武士は居住区に対して特に規制

がなく，そのため町屋地区で町人と混住する

形態がみられたと推測できる。これも短冊型

の地割が形成されなかったことと同様，中世

以来の形態が残存したものと考えられる。

次に史料2からうかがえる町屋地区の様子

についてみてみたい o 史料 2は正徳 2年

(1712)のものであるため，町屋地区に関する

地名が妻木氏配絶後にできた地名であるとも

考えられるが，すでに耕地化されているこ

と，廃絶後に町屋地区が拡張したとは考えが

たいことから近世初期の地名であると判断し

た。史料2では史料 1でみられた「町」の記

載は見当たらない。そのかわり，町屋地区を

表す地名であると考えられるものとして「本

町J I新町」という記載がみられる。本町は道

Aの両側町であり字分切絵図」と同ーの場

所を示している。新町は「字分切絵図」では

みられないが，道Bの両側町であったといわ

れている(図7)。また，道Cには「横町」と

いわれる町屋が形成されていたといわれてい

る35)。このように町屋地区では地名の変化が

みられるが，これは新たに横町，新町が形成

されたことにより，今まで「町」と呼ばれて

いたところが本町と呼ばれるようになったも

のと考えられる。

以上第 2期の小城下町について武家屋敷と

町屋地区について考察を行ってきた。このほ

か当時期の注目すべきこととして御殿屋敷付

近に妻木氏の御用窯が築かれている点があげ

られるが，この点については次章で、考察する。

(3) 妻木氏廃絶後の妻木

妻木氏は万治元年に廃絶し，小城下町は上

郷妻木氏の支配となった。上郷妻木氏は江戸

定住となり，小城下町も上郷妻木氏の代官支

配となっている o 史料2で、は小城下町の耕地

化が顕著にみられ，武家屋敷地区では御殿屋

敷を除く屋敷の大半が田畑となっている。ま
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医塁塁塁 武家屋敷地区

区~ 町屋地区

堀の内 当時使われていた地名

道路

河川| 水路

御殿屋敷

このほかに妻木村内に土着し

た家臣として，陶工をしている

加藤氏と土本氏があげられる o

この両者も中世からの家臣であ

るが、近世初期においては御殿

屋敷から比較的はなれたところ

に屋敷地をもっており，特に加

藤氏に関しては片町に屋敷を有

している o この点については次

章で考察する o

N.妻木小城下町の発展と窯業

との関連性

(1) 妻木の窯業の展開

200 

し一一一一ーム一一一一一J

妻木氏の断絶後に加藤氏や士

本氏が陶工をしているというこ

とは，窯業が妻木に産業として

根付いていたことを示唆する。

そこでまず妻木の窯業の展開に

(m) 

図7 近世初期の妻木小城下町

(r字分切絵図」をもとに「元和 4 (1618)年，元和 7 (1621)年妻木村検地帳J，

「正徳 2 (1712)年妻木村高寄反別帳」を使用して作成)

た，町屋地区でも武家屋敷地区に近接してい

る「本町」では耕地化が顕著にみられる。こ

のように第 3期は小城下町としての景観が完

全に消滅していることがわかる。

次に廃絶後の家臣団の動向についてみてい

きたい。家臣団のなかで妻木を離れ，近隣の

藩に仕官した家臣として水野氏があげられ

る。水野氏は時期は不明であるが，水野兵右

衛門のときに苗木藩(美濃国恵那郡)の鷹匠

として抱えられ，子の水野甫積が医師となり

代々首木藩の藩医となったとされる36)。

妻木に残り，庄屋をしていたものとして日

東氏と那須氏があげられる。この両者は中世

以来の旧臣であり，近世初期には御殿屋敷付

近に屋敷地を構えていた。妻木氏の断絶後は

新町に屋敷をもち，幕末まで同地で庄屋を勤

めている37)。このようなかたちで妻木では領

主である妻木氏が江戸定住になっても，中世

からのつながりが残存していったものと考え

られる。

54 

ついてみておきたい。

妻木をはじめとする東濃は良質な向土に恵

まれた地域であり，古くから窯業が行われて

おり，妻木にも平安時代のものとみられる窯

跡が存在する。しかしこの時期の東濃の窯業

はそれほど盛んではなく，東海地方における

窯業は専ら尾張国瀬戸(現愛知県瀬戸市)が

その中心的な地域であった。

東濃で窯業が盛んになってくるのは15~16

世紀以降である。この時期は「瀬戸山離散J38) 

とよばれる陶工の移動により，当時東海にお

ける窯業の先進地であった瀬戸から「古瀬戸」

とよばれる施紬陶器39)が導入されており，そ

れが要因の 1っとしてあげられる。妻木もそ

の例外ではなく，古瀬戸系施紬陶器を焼成し

た窯跡が村内に 2基みられる(図 8)。また妻

木にはこのほかにも瀬戸の陶工衆によって創

業されたと伝えられる窯跡が 1基ある40)。

以上のように妻木には16世紀後期までに窯

業に関する基盤が成立していたことがうかが

える。



図8 中世から近世初期における妻木の窯の分布

土岐市埋蔵文化センターの窯跡の分布調査および同センターへの聞き取りにより作製。

注 1)白抜きは古瀬戸系施粕陶器を焼成していたものをさす。

注 2)地名は「字分切絵図」による。

(2) 妻木氏の窯業振興と加藤氏の動向

妻木の窯業は16世紀後期以降の妻木氏の窯

業の振興によって一層の進展をみせる。その

主なものとして瀬戸の陶工で、あった加藤氏に

対する保護があげられる。加藤氏の祖先は瀬

戸の施軸陶をはじめたとされる加藤四郎左衛

門景正であり，鎌倉時代より窯業に関わって

きた一族であるといわれる41)。加藤氏は加藤

市左衛門景光の時に土岐郡久尻村(現士岐市

泉町久尻)に移住しており，天正11年には久

尻村に窯を築いている42)。このように加藤氏

は東濃に入ってきたのだが，妻木氏と加藤氏

との関係が密接になるのは景光の子息である

加藤四郎左衛門景延と，その次の代の加藤太

郎右衛門景重の代で、あった。この両者と妻木

氏との関係，および妻木の窯業との関連につ

いてみていきたい。

加藤氏の経緯を知る史料として瀬戸大竃

焼物並唐津窯取立之来由書J43) (以下「瀬戸大

窯来由書」と略す)がある。「瀬戸大窯来由書」

によると，加藤景延は「加之武威之審モ有之，

以テ彼是妻木城主ヨリ令矯受領ヲ給テ」とあ

り，妻木氏の家臣に編入され，従軍して知行

が与えられていることがわかる o また，加藤

景重も「石田方田丸一乱之時節，敵討捕高名

手柄有之，御褒美ニ玉拾三屋敷地，妻木様ヨ

リ御自筆書付被下」とあり，景延同様妻木氏

の家臣団に編入されていることがわかる。こ

のように加藤氏は16世紀後期に妻木氏の家臣

団に編入され，妻木氏との関係を深いものに

している。加藤氏が家臣団に編入された理由

は妻木氏の窯業振興のためであると考えられ

る。次に17世紀初期の加藤氏の動向を「瀬戸

大窯来由書」よりみてみたい。

加藤景延が妻木をはじめとする東濃の窯業

に画期的な影響を与えたのは，当時新式の窯

で、あった「登窯(のぼりがま)J 44)を九州より

導入したことである。その経緯について「瀬

戸大窯来由書」では九州唐津より土岐郡に来

ていた浪人衆・森善左衛門が加藤景延と交流
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をもち，その縁で唐津に赴き登窯の技術を習

得し，窯を久尻元屋敷に築いたと記載されて

いる。以上の出来事は「瀬戸大窯来由書」に

時期が記載されていないため正確な年代はつ

かめないものの，発掘調査により景延の築い

た登窯が慶長中期(1605年頃)に築かれたも

のとされている45)ことから， 16世紀後期から

17世紀初期のことであると考えられる。

「瀬戸大窯来白書」には以上のように記載

されているが，景延の登窯導入に妻木氏が関

与していたものとみられる。妻木氏の系図

(図 4)をみてみると妻木貞徳の娘が寺津志摩

守広高に嫁いでいることがわかる。寺津志摩

守広高は当時窯業の先進地であった唐津藩の

藩主であり 46) そのため妻木氏は領内の窯業

の振興のため，また円滑に登窯が導入できる

よう姻戚関係を結んだものと考えられる。こ

のように加藤景延は妻木氏の家臣にまず編入

され，それによって妻木氏の庇護のもと唐津

に赴き登窯を妻木領内に導入したものとみら

れる。

加藤景重は景延の子息、であり，妻木の陶祖

とされている。景重は先述のとおり関ヶ原の

戦で戦功をあげその褒美として屋敷地を与え

られているが，この屋敷地は「妻木町史』に

よると片町に比定されており 47) 図6にも加

藤姓の屋敷が片町にみられる。景重はこの後

陶工として活動しており，元和 7年 (1621)

に妻木氏の命により御殿屋敷付近に御殿窯と

いわれる妻木氏の御用窯を築き，江戸城西丸

御書院の屋根瓦を焼成している。そしてこの

功により御蔵米 l石を下賜され天下一筑後

窯」の銘を与えられている48)。また景重は崇

禅寺や八幡神社など妻木氏，妻木村にゆかり

の深い寺社に香炉や鬼面などを寄進してお

り49) 地域とのつながりをより強固なものに

している。

また，妻木村以外の妻木氏の領内でも妻木

氏の窯業振興を示す史料がみられる。妻木村

に隣接する笠原村(現岐阜県土岐郡笠原町)
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には，近世初期に可児郡大平・大萱(現岐阜

県可児市)の陶工が妻木氏の保護をうけ笠原

に移住し，窯を築いたとされる史料が残って

いる 50)。当時大平・大萱は尾張藩付属の木曾

衆の知行地であり，妻木氏は他領より陶工を

呼び寄せ領内の窯業を発展させようとしたも

のと考えられる。

このように加藤氏は妻木氏の窯業振興の一

環として家臣団に編入され，妻木の窯業の発

展に関与していたことがわかる。このことは

小城下町内部にもあらわれてきており，先述

のとおり景重の屋敷は片町に存在しており，

陶工であるにもかかわらず家臣団の一人とし

て武家屋敷に居住している。また，御用窯で

ある御殿窯は御殿屋敷付近に立地しており、

他の窯と区別されている(図 8)。この窯は17

世紀初期につくられており，他の窯に比べて

規模が小さく，少量生産のための窯であり，

献上品などを焼成した窯であるといわれてい

る51)。このような特殊な窯が武家屋敷地区内

につくられているということは御用窯の優位

性を示すために意図的につくられたものであ

ると考えられる。

以上のように妻木の小城下町は窯業の発展

と関連性をもちつつ発展しており，堀之内か

ら近世小城下町への変革期において妻木氏が

窯業と結びついた地域形成をしていったこと

がうかがえる。

V.おわりに

本稿は中世城館を踏襲した小城下町の事例

として美濃国土岐郡妻木をとりあげ，中世か

ら近世における小城下町の変遷をみてきた。

中世における妻木では御殿屋敷を中心とする

堀之内が存在した。妻木の近世の小城下町は

この堀之内を基礎として形成されていた。つ

まり妻木で、は領主の変遷がなかったこともあ

り，堀之内が完全に消滅することなく，近世

に小城下町として発展しつつも引き続き残存

していったものと考えられる。



妻木の近世の小城下町については武家屋敷

地区と町屋地区とに分けられるが，両者とも

「堀之内」内につくられている。この両地区は

門によって区分されており，このうち武家屋

敷地区は御殿屋敷付近に上級家臣が居住する

といった居住の分離がみられ，その計画性の

一端がうかがえる。一方町屋地区は「堀之内」

の外にまで拡張した形跡がみられ，近世に小

城下町が発展していったことを示している

が，町屋地区に下級武士と商人・職人の混住

がみられるなど，完全に居住分離がなされた

わけではなかった。またこのような小城下町

の発展に伴い，中世の「堀之内」の空間認識

は薄れていったものと考えられる。

さらに本稿では小城下町の居住者に注目

し，居住者の動向と社会的属性が小城下町の

発展に与えた影響について考察を行った。中

世後期に妻木氏の家臣団に編入された加藤氏

は，瀬戸の陶工の出自で、あった。加藤氏の家

臣団への編入の背景には妻木氏の窯業振興が

あり，加藤氏の動向は妻木氏の意図と深く結

びついたものであった。この影響は小城下町

にも反映されており，御用窯が武家屋敷地区

にみられたり，陶工が武家屋敷地区に居住す

るというように窯業と関連性をもって小城下

町が形成されている。このように中世後期か

ら近世初期における居住者の動向が，小城下

町の発展に少なからず影響を与えていたこと

がうかがえた。

本稿では東海地方に多く散在する小城下町

をとりあげ，その特徴を解明してきたが，東

海地方の地域性を解明するには小城下町相互

の関係，また，東海地方の中心であり，大藩

で、あった尾張藩との関係について検討する必

要がある。そのためには居住者の社会的属性

のほか，小城下町の経済機能の解明およびそ

の中心性について検討する必要があるが，本

稿ではそれを解明するうえで必要な町屋地区

の考察が，史料の制約上不十分で、あった。こ

うした点は今後の課題としたい。

(島根大学大学院・院生)
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幡神社禰宜の黒田正直氏をはじめとする妻木城

祉の会の皆様には色々有意義なご助言を頂きま

した。聞き取りや史料の閲覧に関しては土岐市
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および，土岐市埋蔵文化センターの中層茂氏，

土岐市図書館の皆様にご協力頂きました。以上

記して御礼申し上げます。

本稿は1999年度島根大学に提出した卒業論文

を加筆・修正したものである。本稿の骨子は
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で発表した。
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